
 奈良県広域水道企業団会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程を

ここに公布する。 

  令和７年３月３１日 

奈良県広域水道企業団企業長 山下 真   

奈良県広域水道企業団企業管理規程第１４号 

   奈良県広域水道企業団会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規

程 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、奈良県広域水道企業団就業規則（令和７年３月企業管理

規程第１０号。以下「就業規則」という。）第３３条の規定に基づき、地方

公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第２２条の２

第１項に規定する会計年度任用職員（以下「会計年度任用職員」という。）

の勤務時間、休日及び休暇の基準を定める。 

 （定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

 (1) 第１号会計年度任用職員 法第２２条の２第１項第１号に掲げる者をい

う。 

 (2) 第２号会計年度任用職員 法第２２条の２第１項第２号に掲げる者をい

う。 

 （１週間の勤務時間） 

第３条 第１号会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、４週間を超

えない期間につき１週間当たり３８時間４５分に満たない範囲内で、企業長

が定める。 

２ 第２号会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、４週間を超えな

い期間につき１週間当たり３８時間４５分とする。 

 （週休日及び勤務時間の割振り等） 

第４条 日曜日及び土曜日は、週休日（勤務時間を割り振らない日（第３項の

規定によるものを除く。）をいう。以下同じ。）とする。ただし、企業長は、

第１号会計年度任用職員については、これらの日に加えて月曜日から金曜日

までの５日間において週休日を設けることができる。 

２ 企業長は、月曜日から金曜日までの５日間において、１日につき７時間４

５分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、第１号会計年度任用職員に

ついては、１週間ごとの期間について、１日につき７時間４５分を超えない

範囲内で勤務時間を割り振るものとする。 



３ 企業長は、会計年度任用職員（次条の規定の適用を受ける会計年度任用職

員を除く。以下この項において同じ。）について、会計年度任用職員の申告

を考慮して、第１項の規定による週休日のほかに当該会計年度任用職員の勤

務時間を割り振らない日を設け、又は当該会計年度任用職員の勤務時間を割

り振ることが公務の運営に支障がないと認める場合には、前項の規定にかか

わらず、会計年度任用職員の申告を経て、単位期間（就業規則第３条第３項

に規定する単位期間をいう。）ごとの期間につき前条に規定する勤務時間と

なるように、第１項の規定による週休日のほかに当該会計年度任用職員の勤

務時間を割り振らない日を設け、又は当該会計年度任用職員の勤務時間を割

り振ることができる。 

第５条 企業長は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必

要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及

び勤務時間の割振りを別に定めることができる。 

２ 企業長は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合に

は、４週間ごとの期間につき８日以上の週休日を設けなければならない。た

だし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、４週間ごとの期間に

つき８日以上の週休日を設けることが困難である会計年度任用職員について、

４週間を超えない期間につき１週間当たり１日以上の割合で週休日を設ける

場合には、この限りでない。 

 （その他勤務時間及び休日に関する事項） 

第６条 前３条に規定するもののほか、会計年度任用職員の勤務時間及び休日

については、常時勤務を要する職を占める職員（以下「常勤職員」という。

）の例による。 

 （休暇の種類） 

第７条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、介護休暇及び

介護時間とする。 

 （年次有給休暇） 

第８条 会計年度任用職員の年次有給休暇の日数は、１年度について、別表第

１に掲げる勤務日の日数（１週間ごとの勤務日の日数が同一である会計年度

任用職員にあっては１週間の勤務日の日数とし、勤務日が週以外の期間によ

って定められている会計年度任用職員にあっては１年当たりの勤務日の日数

（任期が１年に満たない場合は、実際の勤務日の日数に１２を任期の月数（

１月未満の端数があるときは、これを１月とした月数。以下同じ。）で除し

て得た数を乗じて得た日数（１日未満の端数があるときは、これを切り捨て

た日数）。以下同じ。）とする。以下この条及び次条（第１項第１５号を除



く。）において同じ。）の区分に応じ、同表に定める日数とする。 

２ 同一年度内において、任期が更新され、又は退職後に引き続き任用される

ことに伴い、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第３９条第１項又は第

２項に規定する継続勤務年数の計算にあたり当該更新又は任用（以下「更新

等」という。）以後の勤務が更新等前の勤務と継続するものとされる者の当

該年度における年次有給休暇の日数については、当該更新等以後の勤務と更

新等前の勤務とが継続するものとみなして前項の規定を適用する。 

３ １時間を単位としてとる年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号

に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって

１日とする。 

 (1) 第１号会計年度任用職員 勤務日１日当たりの平均勤務時間数 

 (2) 第２号会計年度任用職員 ７時間４５分 

４ 年次有給休暇（この項の規定により繰り越されたものを除く。）は、１年

度における年次有給休暇の２０日を超えない範囲内の残日数を限度として、

当該年度の翌年度に繰り越すことができる。 

５ 企業長は、職員の勤務及び勤務条件の特殊性その他の事由により、第１項、

第２項及び前項の規定により難いと認めるときは、年次有給休暇について別

段の定めをすることができる。 

６ 前各項に規定するもののほか、会計年度任用職員の年次有給休暇について

は、常勤職員の例による。 

 （特別休暇） 

第９条 企業長は、会計年度任用職員が次の各号に掲げる場合に該当するとき

は、当該各号に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。 

 (1) 負傷又は疾病のため療養する必要がある場合 １年度において別表第２

に掲げる勤務日の日数の区分に応じ、同表に定める日数を超えない範囲内

の期間 

 (2) 感染症（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平

成１０年法律第１１４号）第６条に規定する感染症及び検疫法（昭和２６

年法律第２０１号）第２条に規定する検疫感染症をいう。）のまん延の防

止等のために必要な場合として企業長が定める場合 その都度必要と認め

られる期間 

 (3) 風水震火災その他の非常災害による交通の遮断により勤務が不可能とな

った場合 その都度必要と認められる期間 

 (4) 風水震火災その他の天災地変により会計年度任用職員の現住居が滅失又

は破壊された場合 １週間を超えない範囲内でその都度必要と認められる



期間 

 (5) 交通機関の事故等による不可抗力の場合 その都度必要と認められる期

間 

 (6) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署の呼出に応ずる場合 そ

の都度必要と認められる期間 

 (7) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 その都度必要と認めら

れる期間 

 (8) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程

度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 正規の勤務

時間の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した時間であって、

１日を通じて１時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる期間 

 (9) 妊娠中又は出産後１年以内の女性の会計年度任用職員が保健指導又は健

康診査を受ける場合 妊娠満２３週までは４週間に１回、妊娠満２４週か

ら満３５週までは２週間に１回、妊娠満３６週から出産までは１週間に１

回、産後１年まではその間に１回（医師等の特別の指示があった場合にあ

っては、いずれの期間についてもその指示された回数）。当該１回につき、

１日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる期間 

 (10)会計年度任用職員の出産の場合 出産予定日より８週間（多胎妊娠の場

合にあっては、１４週間）前の日から産後８週間を経過する日までの期間 

 (11)会計年度任用職員（当該職員が常勤職員であるものとした場合にこの号

に規定する特別休暇と同等の休暇を与えられる者に限る。）が生後満１年

３月に達しない子（就業規則第９条第１項において子に含まれるものとさ

れる者を含む。以下同じ。）を育てる場合 １日２回（１日当たりの勤務

時間が４時間以下の場合は、１日１回）、１回につき３０分の期間 

 (12)会計年度任用職員の婚姻の場合 連続する５日を超えない範囲内で必要

と認められる期間 

 (13)忌引の場合 奈良県広域水道企業団就業規則施行規程（令和７年３月企

業管理規程第１１号）別表第３に定める期間内において必要と認められる

期間 

 (14)夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の

充実のため、勤務しないことが相当と認められる場合 １年のうち、企業

長が定める期間内において、別表第３に掲げる勤務日の日数及び企業長が

定める期間における任期の区分に応じ、同表に定める日数の範囲内の期間 

 (15)１２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある子（配偶者の

子を含む。以下この号において同じ。）を養育する会計年度任用職員（１



週間の勤務日の日数が３日以上とされている者又は勤務日が週以外の期間

によって定められている者で１年当たりの勤務日の日数が１２１日以上で

あるものであって、任期が６月以上であるもの又は６月以上継続勤務して

いるものに限る。第１６号から第１８号まで及び次項第５号において同じ。

）が、その子の看護等（次のいずれかに該当することをいう。）のため勤

務しないことが相当であると認められる場合 １年度において５日（その

養育する１２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある子が２

人以上の場合にあっては、１０日）の範囲内の期間 

  ア 負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うこと。 

  イ 予防接種又は健康診断を受けさせること。 

  ウ 学校保健安全法（昭和３３年法律第５６号）第１９条の規定による出

席停止又は同法第２０条の規定による学校の休業に伴うその子の世話を

行うこと。 

  エ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３９条第１項に規定する

保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に

関する法律（平成１８年法律第７７号）第２条第６項に規定する認定こ

ども園その他の施設又は児童福祉法第２４条第２項に規定する家庭的保

育事業等その他の事業におけるウに準ずる事由に伴うその子の世話を行

うこと。 

  オ 入園、卒園、入学又は卒業の式典その他これに準ずる式典に参加する

こと。 

 (16)会計年度任用職員が配偶者の出産に伴い勤務しないことが相当であると

認められる場合 会計年度任用職員の配偶者の出産に係る入院等の日から

当該出産の日後２週間を経過する日までの期間内における３日の範囲内の

期間 

 (17)会計年度任用職員の配偶者が出産する場合であってその出産予定日の８

週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週間）前の日から当該出産の日以

後１年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又

は小学校就学の始期に達するまでの子（配偶者の子を含む。）を養育する

会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であ

ると認められる場合 当該期間内における５日の範囲内の期間 

 (19)会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当

であると認められる場合 １年度において５日（当該通院等が体外受精又

は顕微授精に係るものである場合にあっては、１５日）の範囲内の期間 

２ 企業長は、会計年度任用職員が次の各号に掲げる場合に該当するときは、



当該各号に定める期間の無給の休暇を与えるものとする。 

 (1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病のため療養

する必要がある場合 その都度必要と認められる期間 

 (2) 妊娠に起因する疾病のため療養する必要がある場合 その都度必要と認

められる期間 

 (5) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植の

ための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登

録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移

植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場

合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないこと

がやむを得ないと認められる場合 その都度必要と認められる期間 

 (6) 生理日に勤務することが著しく困難である場合 その都度必要と認めら

れる期間 

 (7) 就業規則第９条第４項に規定する要介護者（以下「要介護者」という。

）の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を

受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う会計

年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認め

られる場合 １年度において５日（要介護者が２人以上の場合にあっては、

１０日）の範囲内の期間 

３ 企業長は、特に必要があると認めるときは、会計年度任用職員に対し、前

２項に規定する休暇以外の特別休暇を与えることができる。 

４ 特別休暇の単位及び承認の申請については、常勤職員の例による。 

５ 前条第３項の規定は、１時間を単位としてとる特別休暇を日に換算する場

合について準用する。 

 （介護休暇） 

第１０条 次の各号のいずれにも該当する会計年度任用職員は、要介護者の介

護をするため、それぞれの要介護者が当該介護を必要とする一の継続する状

態ごとに、３回を超えず、かつ、通算して９３日を超えない期間（以下「指

定期間」という。）内において勤務しないことが相当であると認められる場

合には、企業長の承認を得て無給の介護休暇をとることができる。 

 (1) 介護休暇の申出をする時点において、１週間の勤務日の日数が３日以上

とされている者又は勤務日が週以外の期間によって定められている者で１

年当たりの勤務日の日数が１２１日以上であるもの 

 (2) 指定期間の初日から起算して９３日を経過する日から６月を経過する日

までの間に、任期が満了し継続勤務しないことが明らかでない者 



２ 前項に規定するもののほか、会計年度任用職員の介護休暇については、常

勤職員の例による。 

 （介護時間） 

第１１条 次の各号のいずれにも該当する会計年度任用職員は、要介護者の介

護をするため、それぞれの要介護者が当該介護を必要とする一の継続する状

態ごとに、連続する３年の期間（当該要介護者に係る指定期間と重複する期

間を除く。）内において１日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当

であると認められる場合には、企業長の承認を得て無給の介護時間をとるこ

とができる。 

 (1) 初めて介護時間の承認を請求する時点（次号において「請求時点」とい

う。）において、１週間の勤務日の日数が３日以上とされている者又は勤

務日が週以外の期間によって定められている者で１年当たりの勤務日の日

数が１２１日以上であるもの 

 (2) 請求時点において、１日につき６時間以上の勤務時間を割り振られた勤

務日がある者 

２ 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において１日につき２時間（１

日につき割り振られた勤務時間から５時間４５分を減じて得た時間が２時間

を下回る場合は、当該減じて得た時間）を超えない範囲内で必要と認められ

る時間とする。 

３ 前２項に定めるもののほか、会計年度任用職員の介護時間については、常

勤職員の例による。 

 （配偶者等が介護を必要とする状況に至った会計年度任用職員に対する意向

確認等） 

第１２条 企業長は、会計年度任用職員が配偶者等（就業規則第９条第４項に

規定する配偶者等をいう。）が当該会計年度任用職員の介護を必要とする状

況に至ったことを申し出たときは、当該会計年度任用職員に対して、仕事と

介護との両立に資する制度又は措置（以下この条において「介護両立支援制

度等」という。）その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の

申告、請求又は申出に係る当該会計年度任用職員の意向を確認するための面

談その他の措置を講じなければならない。 

２ 企業長は、会計年度任用職員に対して、当該会計年度任用職員が４０歳に

達した日の属する年度（４月１日から翌年の３月３１日までをいう。）にお

いて、前項に規定する事項を知らせなければならない。 

３ 前２項に定めるもののほか、会計年度任用職員に対する介護両立支援制度

等の請求等に係る意向確認等については、常勤職員の例による。 



   附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

 （年次有給休暇に関する特例） 

２ この規則の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において構成団体

（奈良県広域水道企業団規約（令和６年１１月１日総行市第１３０号）第２

条に規定する構成団体をいう。）の会計年度任用職員であった者であって施

行日に奈良県広域水道企業団の会計年度任用職員となったものの年次有給休

暇の日数については、第８条第１項の規定にかかわらず、同項に規定する日

数に施行日の前日における当該者の構成団体での年次有給休暇の残日数（当

該日数が２０日を超える場合にあっては、２０日）を加えて得た日数とする。 

  



別表第１（第８条、第９条関係） 

１週当たり 
年間所定 

勤務日数 

任用期間 

勤務

時間 

勤務 

日数 

１２

月 

１１

月 

１０

月 
９月 ８月 ７月 ６月 ５月 ４月 ３月 ２月 １月 

３０

時間

以上 

    

２０

日 

１８

日 

１７

日 

１５

日 

１３

日 

１２

日 

１０

日 
８日 ７日 ５日 ３日 ２日 

３０

時間

未満 

５日 
２１７日

以上 

４日 

１６９日

から２１

６日まで 

１５

日 

１４

日 

１３

日 

１１

日 

１０

日 
９日 ８日 ６日 ５日 ４日 ３日 １日 

３日 

１２１日

から１６

８日まで 

１１

日 

１０

日 
９日 ８日 ７日 ６日 ６日 ５日 ４日 ３日 ２日 １日 

２日 

７３日か

ら１２０

日まで 

７日 ６日 ６日 ５日 ５日 ４日 ４日 ３日 ２日 ２日 １日 １日 

１日 

４８日か

ら７２日

まで 

３日 ３日 ３日 ２日 ２日 ２日 ２日 １日 １日 １日 １日 ― 

 

  



別表第２（第９条関係） 

勤務日の日

数 

週５日以上

又は年２１

７日以上 

週４日又は

年１６９日

以上２１７

日未満 

週３日又は

年１２１日

以上１６９

日未満 

週２日又は

年７３日以

上１２１日

未満 

週１日又は

年４８日以

上７３日未

満 

休暇の日数 １０日 ７日 ５日 ３日 １日 

 

別表第３（第９条関係） 

勤務日の日数 週５日以上

又は年２１

７日以上 

週４日又は

年１６９日

以上２１７

日未満 

週３日又は

年１２１日

以上１６９

日未満 

週３日又は

年７３日以

上１２１日

未満 

週１日又は

年４８日以

上７３日未

満 

企業長

が定め

る期間

におけ

る任期 

２月を

超える

期間 

５日 ４日 ３日 ２日 １日 

１月を

超え２

月以下 

３日 ２日 ２日 １日 ０日 

１月 １日 １日 １日 ０日 ０日 

 


